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日本の経済構造改革の動 きが急である。 その切 り札の一 つ とされているのが 「規制緩和Jで あ り、

消防法の ような 「社会的規制Jも 「安全サMiに配慮 しつつ必要最小限 とす るJこ ととされている。「日

本の社会 も成熟 して来ているので、安全性の確保 は 「自i保 安Jに 期待 して、「規制Jは 可能 な限 り

少 な くしようJと い うのである。 まことにその とお りだ と思 う。

問題 は 「白主保安 に どこまで期待で きるかJと いうことである。

以前、本誌 に 「白主保安 の可能性 と限界Jと 題 して、そのあた りの ことを分析 した小論 を言いた

ことがある (1999年63号)。その論 青は、大略次の ような ものであった。

1 消防法の技術基準 には、①事故 を起 こさせ ないための基準 と②事故 を拡大 させないための基準

がある。

2 「定常操業時 に事故 を起 こさないJと い うのは経営の基本であるか ら、「自主保安Jに 委ねて も

安全性 の確保 は十分期待十七来 る。 このため、現行の消防法の基準 もほ とん ど自主保安 に委ねた も

のになっている。

3 工事 な どの非定常時の事故防止 については、消防法の規制 にな じみに くいため現在 で もほ とん

ど自主保安 に委ねているが、最近 の事枚の傾向 を見る と検討の余地がある。

4 「長期的な視点か らの事故防止 1の ためには 「定期的な保守 ・点検Jを 確実 に行 う必要がある

が、通常 は 「自主保安Jに 期待す ることは 十分可能 である。現 に消防法では、事故が起 きる と被

音が甚大 となる大型 タンク以外の施設 については大幅 に 「自主保安」に委ねた制度 になっている

が、経営が苦 しくなって来 ると後 回 しにされ る恐れ もあるため、「規制Jに よってフォローす るこ

とは必要である。

5 日本の場合、「長期的な視点か らの事故防止Jに は 「十分な耐震性 の確保 Jが 必要不可欠だが、

地震対策のように発生確率が低 いのに十分な対応 を とるには相 当の経費が必要な場合 には、「白主

保安Jだ けでは国民が納得で きるレベルを確保す ることは難 しいため、「規制Jに よつて リー ドす

る必要力Sある。

6 「事故 を拡大 させないJた めの対策 は、事業所側 は最小限 に抑 えたい と考 える傾向があるため、

「自主保安Jで は一
十分でな く 「規制Jに よつて行 う必要があ り、現 に消防法の技術基準 の多 くは

このジャンルの ものである。

私 は 「危険物施設 における自主保安 の可能性 と限界Jを 以 卜のような もの と捉 えた にで、「規制内

容 を出来 るだけ台理的な ものに したい 1と い う観点か ら規制緩和 を推進 してきた。

一方で、長期的な安全性 の確保 、特 に耐震性 の確保 については 「自主保安Jで は限界があると考

えたため規制緩和 には慎重な姿勢で臨み、む しろ阪神 ・淡路大震災の教訓 を踏 まえて耐震対策の強

化 を図った。

この 4月 か ら、東海地震 の切迫性が云 々され る静岡県で防実行政 に携わ ることにな り、県内の危

険物施設の耐震性 の確保 な どについて も、責任 を もって取 り組 む立場 になった。特 に大型 タンクの

耐震性 の確保 については、万一の場合の被害が甚大であるため、以上 に述べた 「自工保安 の可能性

と限界Jを にらみつつ、積極的 に推進 してい く必要があると考 えている。
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